
行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

1 20251201 有限会社誠英（法人番
号1180002090806)　代
表者溝口小雪

愛知県弥富市平島町甲新
田77-10

岐阜営業所 岐阜県海津市南濃町津屋
字西園2837番171

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和6年10月22日及び令和7年9月9日､関係
機関からの情報を端緒として､監査を実施｡8件
の違反が認められた｡(1)勤務時間等基準告示
の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及
び第2項)､(3)点呼の実施不適切(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2
項)､(4)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)業
務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条)､(6)運行記録計による
記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条)､(7)運転者等台帳の作成義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5
第1項)､(8)運転者等台帳の記載事項等不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5
第1項)

4 4

2 20251201 サーラ物流株式会社
（法人番号
2180301010579)　代表
者宮澤光

愛知県豊川市宿町野川1
番地27

一宮営業所 愛知県一宮市三ﾂ井7丁目
1番4号

輸送施設の使用停止
(27日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和7年1月9日､監査方針に基づいて､監査を
実施｡6件の違反が認められた｡(1)勤務時間等
基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項並びに第3項)､(3)点呼の記
録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項)､(4)業務の記録記載事
項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第8条)､(5)運行指示書の記載事項等の不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3
第1項)､(6)運転者に対する指導監督義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
1項)

3 3

3 20251212 松尾　勝基 三重県松阪市中林町416
番地16

本社営業所 三重県松阪市久保町777
番地19

輸送施設の使用停止
(29日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の
3

令和7年3月4日､監査方針に基づいて､監査を
実施｡4件の違反が認められた｡(1)定期点検整
備等の未実施(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の3)､(2)点呼の実施義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及
び第2項)､(3)点呼の記録記載事項等不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(4)業務の記録記載事項等不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条)

3 3

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１２月分)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１２月分)

4 20251212 株式会社愛成商事（法
人番号
9190001013932)　代表
者池田郁美

三重県桑名市長島町押付
536番地5

中部営業所 三重県桑名市八幡町48番
地

事業停止（30日間）、輸
送施設の使用停止(30
日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第5号

令和6年11月12日及び令和6年12月13日､関
係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡7
件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認
可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2
条第1項第5号)､(2)整備管理者の選任変更届
出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条の3)､(3)点呼の記録保存義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)
業務の記録保存義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条)､(5)運行記録計による
記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条)､(6)運行管理者の選任違反
(運行管理者選任なし)(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第18条第1項)､(7)事業報告書及
び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事
業法第60条第1項)

54 33

5 20251212 株式会社ケーズカーゴ
（法人番号
7190001025211)　代表
者小寺浩

三重県三重郡菰野町大字
千草653番地3

本社営業所 三重県三重郡菰野町大字
杉谷字辻之内1329

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
5項

令和7年10月10日､監査方針に基づいて､監査
を実施｡4件の違反が認められた｡(1)点呼の記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項)､(2)点呼の記録記載事項等不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第5項)､(3)運転者等台帳の記載事項等不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5
第1項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
1項)

0 0

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１２月分)

岐阜県岐阜市上尻毛日吉
1-1

事業停止（30日間）、輸
送施設の使用停止(160
日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第5号

令和6年2月21日及び令和6年5月16日､公安
委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡
17件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更
認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第
2条第1項第5号)､(2)勤務時間等基準告示の遵
守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)整備管
理者の選任変更届出違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の3)､(5)過積載運行禁
止違反(貨物自動車運送事業法第15条第3
項)､(6)過積載運送防止の指導及び監督の怠
慢(貨物自動車運送事業輸送安全規則第4
条)､(7)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(8)
点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(9)運行記録
計による記録義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条)､(10)運転者等台帳の記
載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条の5第1項)､(11)運転者に対する指
導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項)､(12)運転者に対する指
導監督記録記載事項等の不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項)､(13)特定
の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(14)特
定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)､(15)運行管理者に対する指導監督義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22
条)､(16)社会保険等未加入(貨物自動車運送
事業法第24条の4)､(17)名義貸し(貨物自動車
運送事業法第28条第1項)

46 466 20251217 井川建材株式会社（法
人番号
3200001000315)　代表
者井川和実

岐阜県岐阜市上尻毛日吉
1-1

本社営業所

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１２月分)

7 20251225 株式会社ゼロ・プラス
中部（法人番号
5080001002900)　代表
者二瀬信一郎

愛知県名古屋市港区潮見
町37-82

名古屋営業所 愛知県名古屋市港区潮見
町37-82

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和7年9月30日､監査方針に基づいて､監査
を実施｡6件の違反が認められた｡(1)乗務時間
等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第1項及び第2項並びに第3項)､(3)点呼の
記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項)､(4)業務の記録記載
事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条)､(5)運転者に対する指導監督義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項)､(6)運転者に対する指導監督記録記載
事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項)

0 0

8 20251225 株式会社ゼロ・プラス
中部（法人番号
5080001002900)　代表
者二瀬信一郎

愛知県名古屋市港区潮見
町37-82

名古屋営業所 愛知県名古屋市港区潮見
町37-82

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第2項

令和7年10月2日､監査方針に基づいて､監査
を実施｡1件の違反が認められた｡(1)特定の運
転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項)

0 0

9 20251226 ジャパンパレック株式
会社（法人番号
8120101003460)　代表
者内村栄太郎

大阪府泉北郡忠岡町忠岡
中3-1551-1

三重営業所 三重県津市高茶屋小森町
字四ﾂ野1430,1431

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和7年10月16日､監査方針に基づいて､監査
を実施｡1件の違反が認められた｡(1)運転者に
対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

10 20251203 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

上郷郵便局 愛知県豊田市上郷４－７
－１

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月17日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

11 20251203 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

甚目寺郵便局 愛知県あま市新居屋江ノ
橋８３－３

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月19日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不実
記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１２月分)

12 20251203 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

盛岡郵便局 愛知県豊田市則定町上栃
ノ実１９

輸送施設の使用停止
（31日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月11日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

13 20251203 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

東海南郵便局 愛知県東海市高横須賀町
町新田２－１

輸送施設の使用停止
（110日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月30日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

14 20251203 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

高富郵便局 岐阜県山県市高富１６２６ 輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月10日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不
実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)

15 20251203 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

美濃郵便局 岐阜県美濃市新町８７－５ 輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月17日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不実
記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)

16 20251203 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

南濃郵便局 岐阜県海津市南濃町駒野
字横道下欠北７１４番地の
２

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月19日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１２月分)

17 20251203 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

浜北郵便局 静岡県浜松市浜名区横須
賀字９１０

輸送施設の使用停止
（116日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月31日、監査方針に基づいて、監査
を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項
等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)､(4)点呼の記録不実記載(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)

18 20251203 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

中川根郵便局 静岡県榛原郡川根本町上
長尾３７９－４

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月26日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

19 20251203 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

遠江大東郵便
局

静岡県掛川市菊浜７１０－
１

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月26日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

20 20251203 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

鯖江郵便局 福井県鯖江市水落町１丁
目２－２８

輸送施設の使用停止
（82日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月11日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

21 20251203 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

春江郵便局 福井県坂井市春江町江留
下屋敷２３０

輸送施設の使用停止
（100日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月26日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１２月分)

22 20251210 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

昭和郵便局 愛知県名古屋市昭和区桜
山町６－１０５

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月14日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不実
記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)

23 20251210 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

豊田北郵便局 愛知県豊田市四郷町森前
南２６－２

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月24日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

24 20251210 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

尾西郵便局 愛知県一宮市小信中島字
仁井西４７－１

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月28日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

25 20251210 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

上石津郵便局 岐阜県大垣市上石津町上
原１３４３－１

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月3日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

26 20251210 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

栃尾郵便局 岐阜県高山市奥飛騨温泉
郷栃尾３３９番地４１

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月11日、監査方針に基づいて、監査
を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項
等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)､(4)点呼の記録不実記載(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１２月分)

27 20251210 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

御嵩郵便局 岐阜県可児郡御嵩町御嵩
１４５１－２

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月29日、監査方針に基づいて、監査
を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項
等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)､(4)点呼の記録不実記載(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)

28 20251210 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

坂内郵便局 岐阜県揖斐郡揖斐川町坂
内広瀬５７１番地の１

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月12日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不
実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)

29 20251210 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

鵜殿郵便局 三重県南牟婁郡紀宝町鵜
殿１３３６－２

輸送施設の使用停止
（92日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月27日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

30 20251210 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

安濃郵便局 三重県津市安濃町粟加４
９０－３

輸送施設の使用停止
（39日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月29日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

31 20251210 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

駿河小山郵便
局

静岡県駿東郡小山町菅沼
３６１－２

輸送施設の使用停止
（155日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月18日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１２月分)

32 20251210 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

浅羽郵便局 静岡県袋井市浅羽１７６０
－１０

輸送施設の使用停止
（114日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月9日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不
実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)

33 20251210 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

水窪郵便局 	静岡県浜松市天竜区水窪
町奥領家２４６２－４

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月26日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不
実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)

34 20251217 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

美浜郵便局 愛知県知多郡美浜町大字
奥田字儀路３１－４

輸送施設の使用停止
（118日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月13日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

35 20251217 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

岩倉郵便局 愛知県岩倉市旭町１－２３
－１

輸送施設の使用停止
（87日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月28日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

36 20251217 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

三好郵便局 愛知県みよし市三好町大
坪２６

輸送施設の使用停止
（109日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月30日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１２月分)

37 20251217 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

知多郵便局 愛知県知多市岡田美里町
５

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月30日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

38 20251217 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

池田郵便局 愛知県揖斐郡池田町本郷
１３０７－１

輸送施設の使用停止
（117日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月12日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

39 20251217 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

金山郵便局 岐阜県下呂市金山町金山
１９３９－５

輸送施設の使用停止
（117日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月26日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

40 20251217 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

白川郵便局 岐阜県加茂郡白川町河岐
７２０－２７

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月28日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

41 20251217 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

下賀茂郵便局 静岡県賀茂郡南伊豆町下
賀茂２６０－１

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月19日、監査方針に基づいて、監査
を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項
等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)､(4)点呼の記録不実記載(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１２月分)

42 20251217 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

竜洋郵便局 静岡県磐田市川袋１４４４
－３

輸送施設の使用停止
（94日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月17日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

43 20251217 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

蒲原郵便局 静岡県静岡市清水区蒲原
３丁目２４－３

輸送施設の使用停止
（91日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年9月2日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

44 20251217 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

福井中央郵便
局

福井県福井市大手３丁目
１－２８

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月9日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不実
記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)

45 20251217 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

福井南郵便局 福井県福井市板垣４－２０
１

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月9日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

46 20251224 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

藤岡郵便局 愛知県豊田市藤岡飯野神
田２４２－３

輸送施設の使用停止
（101日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月17日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１２月分)

47 20251224 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

豊川郵便局 愛知県豊川市諏訪１－５７ 輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月23日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不実
記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)

48 20251224 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

知立郵便局 愛知県知立市弘栄３－３０ 輸送施設の使用停止
（121日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月4日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

49 20251224 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

平田郵便局 岐阜県海津市平田町今尾
字中区１５９２番地の１

輸送施設の使用停止
（38日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月19日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

50 20251224 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

石徹白郵便局 岐阜県郡上市白鳥町石徹
白第４１号－５

輸送施設の使用停止
（36日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月17日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

51 20251224 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

白鳥郵便局 岐阜県郡上市白鳥町白鳥
長藤１９１－１

輸送施設の使用停止
（108日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月22日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

52 20251224 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

武並郵便局 岐阜県恵那市武並町竹折
１１６３－１

輸送施設の使用停止
（26日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月29日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１２月分)

53 20251224 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

明和郵便局 三重県多気郡明和町大字
斎宮字北野３８１５－４

輸送施設の使用停止
（110日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月10日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不
実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)

54 20251224 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

白子郵便局 三重県鈴鹿市白子町２７９
６－１

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月17日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不
実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)

55 20251224 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

伊久美郵便局 静岡県島田市伊久美２７５
９－１３

輸送施設の使用停止
（37日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月7日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録記
載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第5項)

56 20251224 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

細江郵便局 	静岡県浜松市浜名区細江
町気賀５１９

輸送施設の使用停止
（107日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月19日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録記
載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第5項)､(3)点呼の記録不実記載(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)

57 20251224 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

伊左地郵便局 静岡県浜松市中央区伊佐
地町６０－１

輸送施設の使用停止
（123日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月19日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録記
載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第5項)､(3)点呼の記録不実記載(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)

58 20251203 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

明治郵便局 愛知県安城市和泉町宮下
６０－１

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月7日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１２月分)

59 20251203 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

設楽郵便局 愛知県北設楽郡設楽町田
口字川原田２－４

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月11日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

60 20251203 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

坂本郵便局 岐阜県中津川市千旦林１
４６７－２

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月24日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

61 20251203 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

武儀郵便局 岐阜県関市富之保２０６８
番地３

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月17日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

62 20251203 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

奥津郵便局 三重県津市美杉町奥津１
３８４

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月8日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)

63 20251203 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

宮前郵便局 三重県松阪市飯高町宮前
２３９番地の２

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月15日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

64 20251203 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

椋本郵便局 三重県津市芸濃町椋本５
０６４－１５

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月29日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

65 20251203 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

河津郵便局 静岡県賀茂郡河津町笹原
２９９－５

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月17日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１２月分)

66 20251203 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

原谷郵便局 静岡県掛川市本郷１４０８
－６

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月25日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

67 20251210 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

下山郵便局 愛知県豊田市大沼町八沢
４７－２

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月11日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

68 20251210 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

岡崎郵便局 愛知県岡崎市戸崎町字原
山４－５

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
5項

令和7年7月22日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項)

69 20251210 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

七宗郵便局 岐阜県加茂郡七宗町上麻
生２５０７－２

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月24日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

70 20251210 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

美濃加茂郵便
局

岐阜県美濃加茂市太田町
飛鹿２１６９－２

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月24日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録記載
事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項)

71 20251210 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

八百津郵便局 岐阜県加茂郡八百津町八
百津３７５１－１

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月29日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)

72 20251210 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

一志郵便局 三重県津市一志町田尻５
２８－３

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月29日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１２月分)

73 20251210 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

白山郵便局 三重県津市白山町二本木
８４９－２

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月29日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

74 20251210 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

玉城郵便局 三重県度会郡玉城町佐田
１００２－４５

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月8日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

75 20251210 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

葉梨郵便局 静岡県藤枝市上藪田７８５
－２

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月4日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

76 20251210 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

日向郵便局 	静岡県静岡市葵区日向下
島６６９－２

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月7日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

77 20251210 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

韮山郵便局 	静岡県伊豆の国市四日町
２８４－１０

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月21日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

78 20251217 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

名東郵便局 愛知県名古屋市名東区一
社４－１６６

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月4日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録記載
事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項)

79 20251217 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

東浦郵便局 愛知県知多郡東浦町緒川
家下３２－１

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
5項

令和7年7月24日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１２月分)

80 20251217 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

名古屋北郵便
局

愛知県名古屋市北区辻本
通２－２０－１

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月30日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)

81 20251217 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

坂下郵便局 岐阜県中津川市坂下８３４
番地の６

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月24日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

82 20251217 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

福岡郵便局 岐阜県中津川市福岡９４９
番地の４

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月26日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

83 20251217 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

苗木郵便局 岐阜県中津川市苗木２０７
９－１２

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月14日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

84 20251217 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

磯部郵便局 三重県志摩市磯部町迫間
１８４３

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月19日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

85 20251217 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

大王郵便局 三重県志摩市大王町波切
４２８－２

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月22日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

86 20251217 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

志摩郵便局 三重県志摩市志摩町和具
１９６７

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月22日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１２月分)

87 20251217 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

伊豆長岡郵便
局

静岡県伊豆の国市長岡１
１０９－１

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月21日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

88 20251217 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

千頭郵便局 静岡県榛原郡川根本町千
頭１１７６－４

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月26日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

89 20251217 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

瀬戸谷郵便局 静岡県藤枝市本郷２１１ 文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年9月4日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。


